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(論文内容の要 旨)

本論文 は、分権的な時代 と理解 されてい る中世後期 の 日本 において、西国の地域権

力が幕府 ・朝廷 といかなる契機 でどのような関係 を結 んでいたのか、あるいは結 ばな

かったのかを、政治史的な視角 をと りつつ考察 したものである。その主たる検討対象

として、周防大内氏 をとりあげている。大内氏 は、 中世前期 に周防国在庁官人 として

み え、鎌倉時代 には幕府御家人 とな り、六波羅探題奉行人 を一族か ら輩 出、その後の

南北朝内乱のなかで南朝方 として頭角 を現 して勢力 を拡大、北朝 に帰順 したのちは守

護 となった。 その最盛期の支配範囲は、周防 ・長 門 ・筑前 ・豊前 ・安芸 ・石見、 さら

には備後 にまで及び、広大 な分 国を形成 した大大名である。ま さに西国における室町

幕府 の最有力守護 の一つであ り、 くわ えて朝廷 ・公家社会 とも緊密 な関係 を構築す る

一方、明 ・朝鮮 と積極的な東アジア外 交を展 開す るな ど、中世後期 の列 島社会 を考 え

る うえでも極 めて重要な地域権力である。

戦後の大内氏研究は、守護領国制論の進展や戦国大名論の盛行 とい う流れのなかで、

主に検地や知行制、家 臣団構造や軍事編成な ど、分国支配 の実態 に迫 ることを中心 に

深め られ てきた。こ うしたなか、 「室町幕府一守護体制」論を提起 した、川岡勉氏の守

護権力像 の原風景 を形作ったのが、ほかな らぬ周防大 内氏の事例であった点 も看過で

きない。 このため研究史的にも、中世後期の武家権力秩序 の実態 を見据 えてい くうえ

で、大内氏権力の再検討は必須 の前提作業 となる。川 岡氏によれ ば、 中央権 門たる幕

府 ・将軍(「 天下成敗権」)と 地域権力たる守護(「 国成敗権」)の 両者が相互に依存 ・

牽制 しつつ重層的に結合す るところに成立す る 「室町幕府 守護体制」 は、嘉吉の乱

(1441年)に よって変質 しつつも16世 紀半 ばまで存続する、 とい う。そして周

防大 内氏 のことを、 「室町幕府一守護体制」の外縁部分に位置 し、室町期守護 か ら戦国

期守護へ転換 を図った権力、 と位置づけている。 しか し一連の氏の研究 には、大 き く

2つ の課題がある。①政治史的研究 が不足 していること、②朝廷 ・公家 との関係 が十

分に考慮 され ていない こと、 この2つ である。つま り中世後期 の大 内氏権力 が京都の

幕府や朝廷 との関係 をどのよ うに展 開していったのか、いまだ十分な解 明がなされて

い るとはいいがたい。

このように研究史 を整理 した うえで、論者 は本論文 で近年の対外関係史研究の成果

も視野 に入れつつ、 とくに古文書学的考察 と政治過程分析 とい う方法 をとって研究 を

進めている。具体的には幕府文書形式の模倣、流浪の室町将軍への姿勢、 さらには、

在京雑掌や日尼近公家衆 など仲介役の活動、叙位任官推挙の実態、な どを主要な論点 と
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して考察 し、関係 の段階的変化、およびその背景 ・原 因を把握す ることによって、大

内氏権力 にとっての幕府 ・朝廷 の位置づけを、 よ り動態的に明 らかにしてい くことを

めざしてい る。 このような作業 は、上洛 ・在京 して室町政権 に参画す ることの意義、

室町政権 に与 える規定性 を問 うことにもつなが るものである。

第一章 「大 内氏の袖判下文 と御 家人制」では、大内氏が発給 した袖判下文を網羅的

に収集 した うえで、古文書学的検討 を加 え、幕府モデルの導入 ・模倣 とい う川岡勉氏

の研究視角の有効性 を問 うている。寛正6年(1465)に 大 内氏家督 を継承 した政

弘は、父教弘没後 に和解 して以降 も軽視 しえぬ位置 を占める伯父教幸の存在 を意識 し

て、 自身 の権力確立 を図るため、当主発給文書の大幅 な再編 を進めた。そのなかで、

感状や官途状 の書下形式化、安堵状 の袖判形式化 を行 い、宛行状 に袖判下文を採用す

る。大内氏袖判 下文は、原則的に竪紙形式で、弘治3年(1557)の 滅亡まで継続

して発給 され た。一方、神領宛行 と住持職補任 に用い られた大 内氏奥上署判下文は、

伝統的な文言形式 を備 え、大宰大弐任官後の義隆期 にのみ発給 される大府宣 と同じく、

義隆個人 の復古主義によるものである。大内氏袖判下文は、有力国衆 を除 く士宛 の新

恩所領宛行 に特化 した当主判物 とい うべきものであ り、幕府文書の導入 ・模倣 とい う

文脈では捉 えられ ない。また史料用語の大内氏 「御家人」は、毛利氏 「御家人」 と同

様、袖判下文 の受給者 ではな く、最下級給人や被官化 した小国人 に対す る称号 ともい

えず、 よ り端的 に 「家人」の敬意表現 にす ぎない。諸大名分国 にも散見す る 「御家人」

について、大 内氏の事例のみ を取 り出して、その家臣団編成 を 「御家人制」 とい う概

念であえて説 明す る意義は乏 しい。戦国期の地域権力 の 自立化 が、一見すれば幕府モ

デル的なものを ともなって進行 したかにみ えても、その内実は異なると捉 える。

第一章補論 「名 を籠 められた大内氏 中世 「名 を籠 める文書」論」では、応仁 ・文

明の乱 に参戦 した大内氏が対峙 した、中世仏教の宗教的暴力 「名 を籠める」制裁 に関

す る分析 を行 ってい る。従来 とか く混同 されがちであった、籠名 と呪咀 ・調伏が異な

る行為であることを明 らかにした うえで、出名 による寺敵認定解除が担保 された籠名

とい う制裁が、 「寺法」に組み込まれて宗教的暴力 の第一段 階 として機能 していた こと

が、中世大和寺院の特質であると指摘す る。また東大寺宝珠院現蔵文書 のなかに、大

内氏被官 を呪 う 「籠名札」 を見いだし、紹介 もしている。

第二章 「室町将軍の流浪 と大 内氏一足利義チト政権考」では、戦国期大 内氏が擁立 し

て復権 させた、室町幕府第10代 将軍足利義歩の政権構造 とその展 開について、内部

構成 と政治過程 を抽出す るなかで、大内氏の動向に言及 している。応仁 ・文明の乱で

西軍(義 視方)の 主力 であった大内氏は、足利義歩 と義澄 とい う 「二人 の将軍」の対

立状況のなかで、一貫 して義歩(義 視嫡男)方 であった と理解 されることが多い。 し

か し、細川氏 を優遇す る義歩政権の遣明船貿易政策への不満か ら、明応 の政変勃発時

には、消極姿勢 に終始 して本国の周防へほ どな く帰国 してい る。政変後 も越 中へ流浪

していた義サ から上洛 の要請 を受 け、請文 を出したが、怪異の発生 とい う虚偽 を持ち
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出して上洛 を見送 ってい る。また在京雑掌 を介 して京都 の足利義澄 ・細川政元政権 に

も気脈 を通 じてお り、両面外交 を展 開していた。大内氏分 国では明応4年(1495)

に、陶宗景 ・内藤弘矩 ・弘和父子 ら重臣の反乱が起 こ り、その最 中に当主政弘が病没、

嫡男義興への権力継承が行われ る。その後、大内氏か らの積極支援 による武力上洛の

見通 しが悪化 したことによ り、義サ勢力 内部 には和睦上洛論の機運 が高まるな ど、大

内氏分国の動 向も義サ勢力側の方針 にも影響 を及 ぼしている。 この ように明応の政変

後の大内氏は、基本的に実質的な軍事支援はせず 中立的対応 に終始 してい る。 しかし

明応8年 末の義歩周防下向によ り必然的関与を迫 られ るなかで、積極支援へ転 じてい

く。そして永正5年(1508)、 義歩 は大内氏 ら有力大名 の軍事支援の もと、将軍復

職 を果たす。 その結果、土倉酒屋役免除在所 の撤廃 とい う経済政策 の有名無実化、義

ヂ`にとって宿敵たる伊勢貞宗 ・貞陸父子 の政権参画 を図るな ど、大 内氏はその支援の

功績 に比例す るかたちで、政権 に大 きな影響力 を保有す ることになった と論 じる。

第三章 「中世後期大 内氏の在京雑掌」 では、大 内氏の在京雑掌 を通時的 に分析 して

いる。当初 は大内氏被官のなかか ら武家雑掌が任用 されたが、宝徳度遣 明船(1453

年)へ の参入 を機 に、貿易関連知識 が能力 として求め られるよ うにな り、15世 紀半

ばか ら、京都相国寺の禅僧 を任用 しはじめた。まず寛正5年(1464)に 、大 内氏

と結びつ きを強めていた伊勢氏 の被官か ら松雪軒全呆 を登用 し、応仁 ・文明の乱後 に

は、大内氏陣僧 として仕 えていた競秀軒興文 を任用 した。同じ相国寺禅僧でも、 より

主従的 に編成 し うる者 を選 んでいった とみ られ る。その後 は、遣明船土官 として渡航

した経験 と知識 を見込んで、大内氏被官の阿川勝康 を異例 の高齢で抜擢す る。つま り、

在京雑掌 の人的構成の変化 は、大内氏の外交情勢 の展 開を如実に反映 していたのであ

る。また15世 紀末まで、大内氏当主が在国 している期間には、在京雑掌がほぼ継続

して配置 され ていた。 しか し16世 紀 に入 ると、その原則 は崩れ、長期 に及ぶ空 白期

間が見 られ るよ うになる。その空 白期 間の うち、文亀元年(1501)か ら永正5年

(1508)に かけては、大内氏は朝廷 ・幕府か ら治罰対象 とされ、受動的に対京都

外交 を消極化 させ たと考 えられ る。一方、永正15年(1518)大 内義興下国後の

10年 間は、すでに貿易権益 を獲得す るな ど、外交面 での着実な成果があ り、主体的

判断か ら在京雑掌を配置 しなかったものである。大永7年(1527)に 再配置 した

契機 は、寧波 の乱(1523年)後 に断絶 した 日明関係の復活交渉 の一環 として、琉

球使僧へ の僧官補任 を朝廷へ 申請す るためであった。 このよ うに16世 紀 には、必要

な局面 となった時にのみ在京雑掌 を派遣 ・配置す るとい う方針へ と移行 していった と

捉える。

第四章 「戦 国期大内氏 と公家衆」 では、戦 国期大内氏の叙位任官推挙 における公家

衆の具体的役割 を確認 した うえで、下向公家も犠牲 となった天文20年(1551)

の内乱の政治史的位置づ けを図ってい る。戦 国期大内氏の叙位任官推挙 では、幕府関

係者 ではな く日尼近公家衆が主要な仲介者 としての役割 を果 たしていた。官位推挙 は、
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従来か ら指摘 され る家 臣団内部 の身分秩序維持 に加 え、近 隣有力国衆 を懐柔す る有効

な手段 として用い られ てお り、そのなかで、分国へ下向してきた官務大宮伊治は、御

礼注文の作成、礼物の京進、宣旨 ・位記発給斡旋 など実務面の多 くを担 った。戦 国期

大内氏は、多 くの公家 の下向を受 け入れ、文化的交流 のみな らず政治的にも活用 し、

幕府への申請 ・仲介 を必要 としない叙位任官推挙 を実現 していたのである。そして、

大宮伊治や 「一忍軒」冷泉範遠 ら下向公家の一・部 は大 きな影響力 を分国内でも行使す

るに至 り、当主義隆 を廃立す るクーデターのなかで排 除され る。最後 にこうした分析

を踏 まえ、天文20年 に起 こった陶隆房 ら大 内氏重臣が蜂起 した内乱 は、当主義隆 と

それ に結びついた下向公家 を含む側近勢力 を放逐す る事件 であった と評価す る。

論者は以上 のような分析 を通 じて、大 内氏は京都 に結びつ く主要な動機 を対外 関係

的要素へ傾斜 させ てい くにしたがい、 「室町幕府 守護体制」とい う武家権力秩序 のも

とでは、把握 しがたい政治的動 向を示 してい く、 とい う見通 しをえている。そしてそ

の見通 しのもと、大内氏 と幕府 ・朝廷 との関係の大枠 を次のよ うに再構成 している。

大内氏分 国と幕府 ・朝廷の所在す る首都京都 との間で緊密 に連絡 を取 り合 うために配

置 されたのが、在京雑掌であった。その存在形態 ・活動状況か らす る と、南北朝期の

当主大内義弘以降、盛見 ・持世 ・教弘期 までの対京都外交は、おお よそ同じ枠内で把

握 され る。次 の大 内政弘 ・義興期 は、いずれも軍勢 を率いて上洛 し、長期在京 した経

歴か ら、 とりわけ幕府権力 に求心す る守護的性格 を強調 され ることが多い。 しか し軍

事支援 に至 るまでは消極姿勢 ・中立的対応 を長 くとってお り、在京雑掌を継続配置 し

な くなるなど、積極的な京都外交 を志向 しな くなる。総 じて戦 国期 には、外交権 を保

持す る室町殿権力 と個別 的に結びつ く傾 向が顕著 となるのである。そして大内義隆期

では、叙位任官推挙や公家衆の下向受け入れな どによ り、朝廷 ・公家社会 との結びつ

きを急速 に強 めてい く。当主義隆 とそれ に結びついた下向公家を含む側近勢力が放逐

され た、天文20年 の内乱はその帰結でもあった。 このあ と、豊後大友氏出身の義長

を義隆後継の大内氏当主 として迎 えるにあた り、琳聖太子 の故事 を踏まえた周防入国

とい う形 で、家督継承 を正 当化 させ る論理 として、朝鮮王朝の出 自が利用 され る。同

時に 「京都御下知」による家督継承 も掲 げてい る。つま り、陶隆房 をはじめ とする当

時の大内氏家中は、朝鮮王朝 と室町政権の双方を必要な権威 と認識 していたのである。

一4一



(論文審査の結果 の要旨)

本論文 は、中世後期 において、西国の地域権力 である大 内氏が幕府 ・朝廷 といかな

る契機で どのよ うな関係 を結んでいたかを、政治史的視角 か ら考察 したものである。

本論4章 に補論2編 が加 えられ、前後 に研究史 を整理 した序章 と論文内容 をま とめ、

今後 の課題 を示 した終章が配 されてい る。

大 内氏 は西 国における最有力守護 の一つであ り、最盛期 には7力 国に及ぶ広大 な分

国を形成 した大大名である。その一方で、朝廷 ・公家社会 とも緊密 な関係 を結び、明 ・

朝鮮 と積極的な外交 を展開 した ことでも知 られている。戦後、大内氏 は室町期の守護

か ら戦国大名 に転換 した事例 として注 目され、守護領 国制論の進展や戦 国大名論 の盛

行 とい う流れ のなかで、主 に検地や知行制、家臣団構造や軍事編成 な ど、分国支配の

実態 に迫 ることがめざされ た。 また近年 は、対外 関係史の分野で研究が深め られる一

方で、大 内氏 の分 国支配の実例 をもとに、 「室町幕府 守護体制」とい う武家権力秩序

を示す新 しい概念 も提起 されてい る。 このよ うに大内氏の研究 は中世後期の権力構造

を究 明す る うえで重要な位置 を占めるが、 これ に対 し論者 は、 これまでは幕府 との関

係 を中心にして、分国支配 の構造の解 明に重 きがおかれたため、①通時的な政治過程

の分析が不足 してい る、②朝廷 ・公家 との関係が十分 に考慮 されていない、 とい う問

題 を残す ことになった と批判す る。その うえで本論文 では、近年の対外 関係史研究の

成果 も視野 に入れつつ、古文書学的検討 と政治過程分析 とい う方法を駆使 して、大内

氏権力が幕府や朝廷 との関係 をどのよ うに展 開していったかをより動態的 に明 らかに

す ることをめ ざしている。

第一章 では、大 内氏が発給 した袖判 下文 を網羅 的に収集 した うえで、古文書学的な

検討 を加 えてい る。寛正6年(1465)に 家督 を継承 した政弘 は、勢力 をほこる伯

父教幸が存在す るなかで、 自身 の権力確立 を図るため、当主発給文書の大幅な再編 を

進めた。その一環 として、宛行状 に採用 されたのが袖判下文であ り、 これ以降、大内

氏の滅亡まで継続 して用い られ た。論者 は幕府発給文書の検討 も踏 まえ、 この下文が

有力国衆 を除 く士宛の新恩所領宛行 に特化 した当主判物 とい うべ きものであ り、幕府

文書の導入 とはみなしえないと論じる。大 内氏御家人 の内実 を究 明したこととあいまっ

て、戦国期 における地域権力の 自立化 を幕府モデルの導入 ・模倣 と捉 える有力な見解

に再検討 を迫 ってい る。

第二章 では、第10代 将軍足利義サの復権過程 にお ける大 内氏の動 向 を究 明して

い る。応仁 ・文明の乱 で西軍の主力 であった大 内氏 は、足利義歩 と義澄 とい う 「二

人の将軍」が対立す る状況 のなかで、一貫 して義歩方 であった とみなされがちである

が、必ず しもその動 きは明確 になってい なかった。論者 は広範 な史料 の収集 を通 じ

て、その動 向を追い、明応の政変勃発時の行動、流浪 中の義サへの対応や京都 政権

との交渉 にみ られ るように、政変後 中立的な対応 に終始 していた大 内氏が、明応8年

(1499)末 の義サ周防下向によ り必然的に関与 を迫 られ るなかで、積極的な支援
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に転 じ、それ が永正5年(1508)の 将軍復職 につながった と捉 える。不明な点の

多かった義サ政権 の成立過程 を明らかにす る成果 でもある。

第三章 は、大内氏が京都 においた在京雑掌を通時的に分析 したものであ り、次の2

点 を明らかにしてい る。① 当初 は大 内氏被官 のなかか ら武家が任用 され たが、遣 明船

への参入 を機 に、貿易関連知識 が能力 として求め られ るよ うにな り、15世 紀半ばか

ら相国寺 の禅僧 、ついで渡航経験のある被官 が登用 された こと、②15世 紀末まで、

大内氏当主が在 国してい る問はほぼ継続 しておかれていたが、16世 紀 に入 る と、そ

の原則が崩れ、必要な局面 になった時のみ派遣 ・配置す る方針 に移行 したこと、 この

二つである。 とくに在京雑掌の人選 が外交 との関わ りでな されていた との指摘は、大

内氏 と幕府 との関係 を考 える うえでも貴重である。

第四章 では、戦 国期大内氏の叙位任官推挙 における公家衆の役割 と、大内氏 と朝廷

との結びつ きの変化 を検討 してい る。義隆期 の叙位任官推挙では、それ までの幕府関

係者ではな く、鴫近公家衆が主要な仲介者の役割 を果 たしていたが、なかでも側近の

大宮伊治 はこの面 の実務 を幅広 く担 っていた。論者は これ らの事実を踏 まえ、義隆期

の大 内氏 は多数の公家 の下向を受 けいれ、彼 らを文化的交流のみな らず政治的 にも活

用 し、幕府の仲介 を必要 としない叙位任官推挙 を実現す るよ うになった、その過程で

側近 に取 りたてられた下向公家 が分国内でも大 きな影響力 を行使す るよ うにな り、そ

れが当主義隆を廃立す るクーデターのなかで彼 らが排 除され る結果 をもたらした と論

じる。 クーデターのこれまで注 目されていなかった側面 を明らか にしたものである。

論者は以上 のように、中世後期 の大内氏権力 と京都 の幕府や朝廷 との関係 をい くつ

かの側面 から究明し、単なる有力守護 にとどまらない政治動向を示す大 内氏の姿を描

きだ してい る。新 しい側面か ら武家権力秩序 に収 まらない大内氏の動 きを照射 した点

で、今後 の大 内氏研究 の方 向を示 したもの とい えよう。また籠名(神 前 に名字 を書い

た紙 を籠 める)と 呪記 ・調伏が異なる行為であることを明 らかにし、東大寺宝珠院 に

所蔵 され ている大 内氏被官 を呪 う 「籠名札」 を紹介 した補論 も貴重 な成果である。 と

はいえ、い くつかの間題 も残 されてい る。独 自な政治動向をみせ る大内氏 を、戦 国期

の全体的な政治秩序のなかで ど う位置づけるかが明確 な形 で論 じられていないことな

どである。 しかしこれ も今後の課題 とみなすべ きものであ り、博士論文 としての価値

を損 な うものではない。

以上、審査 した ところによ り、本論文 は博士(文 学)の 学位論文 として価値あるも

のと認め られ る。2013年3.月5日 、調査委員3名 が論文内容 とそれ に関連 した事

が らについて 口頭試問をお こなった結果、合格 と認めた。
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